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町県民税が変わります！

３．定率減税の廃止

定率減税は、平成１１年度より景気対策として
行われてきた暫定的な税負担の軽減措置です。
最近の経済状況をふまえ廃止されます。

４．老年者の非課税措置の経過措置

平成１７年１月１日現在において６５歳以上（昭
和１５年１月２日以前生まれ）の方で、前年の合
計所得金額が１２５万円以下の方は、町県民税が非
課税でしたが、この措置が平成１８年度から廃止
されたため、急激な税負担を緩和するための経
過措置がとられています。平成１９年度住民税は
３分の２が課税され、平成２０年度からは全課税
されます。

◆税率改正による負担変動のモデルケース
〈独身者の場合（年額）〉

〈夫婦と子ども２人の場合（年額）〉

※ 夫婦と子ども二人の場合、子どものうち一人が特定扶養親族に該当しているものとしています。
※ 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成１９年分から所得税、平成１９年度分から住民税
の定率減税が廃止されるなどの影響があることにご留意ください。
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平成１９年度から

廃止

平成１９年分から

廃止

�

�

平成１８年度

所得割額の７．５％相当額
を減額（限度額２万円）

平成１８年分

所得税額の１０％相当額を
減額（限度額１２万５千円）

町県民税

所 得 税

平成２０年度から

４，５００円

全額課税

平成１９年度

２，９００円

２／３課税

平成１８年度

１，４００円

１／３課税

均等割額
（町県民税）

所得割額
（町県民税）

負担増減額
（Ａ）－（Ｂ）

０

０

０

０

＝

改正後（単位：円）

合計（Ｂ）

９，０００

１９５，０００

４５９，０００

１，１３０，０００

町県民税

９，０００

１３５，５００

２９３，５００

５３９，５００

所得税

０

５９，５００

１６５，５００

５９０，５００

給与収入

３００万

５００万

７００万

１，０００万

�

改正前（単位：円）

合計（Ａ）

９，０００

１９５，０００

４５９，０００

１，１３０，０００

町県民税

９，０００

７６，０００

１９６，０００

４４２，０００

所得税

０

１１９，０００

２６３，０００

６８８，０００

給与収入

３００万

５００万

７００万

１，０００万

負担増減額
（Ａ）－（Ｂ）

０

０

０

０

＝

改正後（単位：円）

合計（Ｂ）

１８８，５００

４２１，０００

７８１，０００

１，５１９，０００

町県民税

１２６，５００

２６０，５００

４０４，５００

６５０，５００

所得税

６２，０００

１６０，５００

３７６，５００

８６８，５００

給与収入

３００万

５００万

７００万

１，０００万

�

改正前（単位：円）

合計（Ａ）

１８８，５００

４２１，０００

７８１，０００

１，５１９，０００

町県民税

６４，５００

１６３，０００

３０７，０００

５５３，０００

所得税

１２４，０００

２５８，０００

４７４，０００

９６６，０００

給与収入

３００万

５００万

７００万

１，０００万
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